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日野病院 病児・病後児保育ご利用について 

【利用日・利用時間】 

月曜日～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで 

当日に利用する際は８時００分～９時００分までに日野病院へ連絡してください。 

※翌日以降に利用する際には前日の１６時００分までに連絡してください。 

※祝日と 8 月 14 日、15 日、12 月 29 日～1 月 3 日を除きます。 

※連続して 5 日間ご利用いただけます。（キャンセルの場合は要連絡） 

【利用定員】 

1 日 3 名まで（疾患の種類等によっては、受入できない場合もあります） 

【対象児童】 

伯耆町、日南町、日野町、江府町にお住いの生後 6 か月から小学 6 年生まで 

【利用料金】 

  各町によって異なりますので、お住いの町にお問合せください。 

１．日野病院小児科または内科を受診 

２．病児・病後児保育利用申請書をご記入ください。 

３．病院で昼食を提供いたしますが、午前 9 時３０分までに申請書を提出してください。

それ以降に申請された場合はご持参ください。 

準備品リスト 

□布団   □着替え     □おむつ   □おしり拭き 

□昼食   □食事用エプロン □お箸・スプーンなど 

□おやつ  □水筒      □手拭きタオル 

□ミルク  □哺乳瓶     □ナイロン袋 

□フェイスタオル（シャワー用） 

※ビスケットやヨーグルトなど病院内の売店で販売しているおやつを提供いたします

が、ご希望のおやつがあればご持参ください。 

（小学生にはおやつの提供を原則行っておりません） 

◆◇◆病児・病後児保育利用方法◆◇◆ 

病気または病状は安定しているが保育園等集団生活を送ることができない場合、保護者の方が

お仕事の都合など、家庭で看ることができない場合にご利用いただけます。 

病児・病後児の受入れ可能な症状等については裏面に記載しておりますのでそちらもご覧ください。 

事業実施団体 日野町教育委員会事務局(0859-72-2107) 



 

【病児・病後児保育受入れの目安】 

・感冒・上気道炎、その他の感性症疾患・・・呼吸困難、嘔吐がなく、食事が摂れていること。 

歩行ができる。 

 ・胃腸炎・・・嘔吐が治まっている。下痢は回数が減ってきており（排便の間隔が３時間以上あいている）、 

トイレ内あるいはオムツ内に収まる程度である水分が取れている。 

 ・頭部打撲後や外傷後・・・意識がはっきりしている 

 ・その他の疾患や症状の場合は医師が問診・診察等で判断します。 

【受入れできない病気の目安】 

 ・体調不良により飲食が出来ない状態の場合は受入れできません。 

 ・新型コロナウイルス感染症、流行性角結膜炎、ノロウイルス感染症は受入れできません。 

 ・全身状態が不良で医療機関での治療が必要な状態は受入れできません。 

 ・他の受入れ病児・病後児の感染症の種類、状況によっては定員に満たない場合でも受入れ 

できないことがあります。 

  

【保護者の方へお願い】 

 ・利用時間内であってもお子様の体調の変化により、お迎えをお願いする場合があります。 

  （下痢症状の悪化、食事や水分が摂れないとき等） 

 ・キャンセルの場合は必ず連絡してください。 

  前日までのキャンセル 日野病院 0859-72-0351（7 時 30 分～１７時００分） 

  当日朝のキャンセル  日野病院とひのっこ保育所（0859-72-0２３８）の両方へ連絡してください。 

             （７時３０分～８時１５分までに連絡お願いします。） 


